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 被災者の方の預金引き出し方法について  
 

・ 預金通帳（証書）、印鑑、キャッシュカードをお持ちで

なくても、預金者であることを取引先金融機関で確認 

できれば、預金を引き出すことができます。 

・ ご本人の確認ができる運転免許証、健康保険証などの

資料をできる限り金融機関にお持ち下さい。 

・ お引き出しは10 万円までが限度となります（引出額・

回数の限度は金融機関によって異なることがあります）。 

・ 取引先金融機関の店舗が現在お住まい（避難地）の市

町村にない場合は、他の金融機関で預金の払戻し（代理

払い）を行っている場合があります。 

（注）①「銀行」の預金者は、他の「銀行」、信金の預金者の方は他の「信

金」、②信組の預金者の方は他の「信組」で代理払により、預金を引き

出せる場合があります。 

・ 上記のお手続きは災害発生時の特別な対応であるため、 

店舗で処理に時間がかかることがありますのでご了承く

ださい。 

・ 詳しい内容は、次ページの取引先金融機関にお問い合

わせ下さい。 



（平成２３年４月２１日現在）

便 宜 扱 い 払 出 限 度 額

通帳・印鑑・キャシュカードなし

本人確認資料を可能な限り
ご持参ください

東 邦 銀 行 本 部 担 当 部 所 ０１２０－１０４－１５７ １日１口座あたり１０万円まで
北海道・秋田・北都・荘内・山形・常陽・筑波・足利・群馬・武蔵野・埼玉りそ
な・千葉・千葉興業・横浜・第四・北越・山梨中央・八十二、等全国３９行の
全店で現金代理払いが可能です。

福 島 銀 行 本 部 担 当 部 所 ０１２０－２９４－０９１ １日あたり１０万円まで
北洋銀行・北日本銀行・仙台銀行・きらやか・東日本・栃木・東和・
大光・東京スター、等全国１１４行の全店で現金代理払いが可能で
す。

大 東 銀 行 本 部 担 当 部 所 ０２４－９２５－１１１１ １日１口座あたり１０万円まで
北洋銀行・北日本銀行・仙台銀行・きらやか・東日本・栃木・東和・
大光・東京スター、等全国１０２行の全店で現金代理払いが可能で
す。

み ず ほ 銀 行 本 部 担 当 部 所 ０１２０－３２４２－８６ １人１回のみ１０万円
他の銀行での代理払い等は行っておりません。
（自行本支店のみのお取扱となります。）

秋 田 銀 行 本 部 担 当 部 所 ０１２０－００１－２６０
ケースバイケースとなります。

左記へご相談ください。
荘内・山形・岩手・東北・七十七・きらやか・北日本・仙台・東邦・福
島・大東、１１行の全店で現金代理払いが可能です。

七 十 七 銀 行 本 部 担 当 部 所 ０１２０－７８－１１７７ １日１口座あたり１０万円まで
荘内・山形・岩手・東北・東邦・常陽・きらやか・北日本・仙台・福
島・大東、１１４行の全店で現金代理払いが可能です。

常 陽 銀 行 本 部 担 当 部 所 ０１２０－００１－７６９
残高の範囲内で

１人あたり３０万円

北海道・山形・東邦・群馬・足利・武蔵野・横浜・第四・北越・八十二・山梨
中央・千葉・千葉興業・北陸、等の２１行の銀行全店で現金代理払いが可
能です。

郡 山 信 用 金 庫 本 部 担 当 部 所 ０２４－９３２－２２２２ １日あたり１０万円まで
県内の他の信用金庫においても、代理払いをしております。
県外については、左記へご照会ください

ひまわり信用金庫 本 部 担 当 部 所 ０２４６－２３－８５００ １日あたり１０万円まで
県内の他の信用金庫においても、代理払いをしております。
県外については、左記へご照会ください

あぶくま 信用金庫 本 部 担 当 部 所 ０２４４－２３－５１３２ １日あたり１０万円まで
県内の他の信用金庫においても、代理払いをしております。
県外については、左記へご照会ください

い わ き 信 用 組 合 本 部 担 当 部 所 ０２４６－９２－４１１１ １人１回のみ１０万円
県内の他の信用組合においても、代理払いをしております。
県外については、左記へご照会ください

相 双 信 用 組 合 本 部 担 当 部 所 ０２４４－３６－５５６１ １人１回のみ１０万円
県内の他の信用組合においても、代理払いをしております。
県外については、左記へご照会ください

銀 行 関 係 （社）福島県銀行協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ０２４－５２２－６５３５　（平日９時～１７時）

信 用 金 庫 関 係 福島県信用金庫協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ０２４－５２６－０９５０　（平日９時～１７時）

信 用 組 合 関 係 福島県信用組合協会 （福島県商工信用組合内）・ ０２４－９９１－１０００　（平日９時～１７時）

※　金融機関の店舗所在地・電話番号等に関しましては、各金融機関のホームページをご参照ください。

福 島 県 浜 通 り 地 区 等 の 主 要 金 融 機 関 に お け る 、 便 宜 扱 い に よ る 預 金 払 戻 方 法 一 覧 表

※　上記内容は、（社）福島県銀行協会において、各金融機関のホームページ等をもとに作成いたしました。

※　上記記載内容以外で情報をお知りになりたい場合は、下記３協会宛ご照会ください。

作成　：　社団法人　福島県銀行協会

　　　従いまして、記載内容が、一部実際のお取扱と異なる場合も考えられます。　その際は、ご容赦いただきたいと存じます。

金　融　機　関　名 電　　　話　　　照　　　会　　　先 他　金　融　機　関　で　の　代　理　払　い　等
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